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１【提出理由】

 2018年６月22日開催の当社第49回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので

あります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2018年６月22日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金10円

配当総額 14,900,603,100円

②剰余金の配当が効力を生ずる日

2018年６月25日

 

第２号議案 定款一部変更の件

 

第３号議案 取締役８名選任の件 

取締役として、カルロス ゴーン、益子 修、宮永 俊一、小林 健、川口 均、軽部 博、江上 

節子及び幸田 真音を選任する。

 

第４号議案 監査役２名選任の件

監査役として、白地 浩三及び永易 克典を選任する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 12,399,521 13,634 1,092 （注）１ 可決（99.68％）

第２号議案 12,399,864 13,290 1,092 （注）２ 可決（99.69％）

第３号議案       （注）３  

カルロス ゴーン 11,981,073 421,232 10,677   可決（96.32％）

益子 修 11,047,815 1,354,489 10,677   可決（88.82％）

宮永 俊一 11,303,442 1,098,034 11,511   可決（90.87％）

小林 健 11,092,522 1,308,951 11,511   可決（89.18％）

川口 均 11,108,564 1,292,912 11,511   可決（89.31％）

軽部 博 11,108,784 1,292,692 11,511   可決（89.31％）

江上 節子 12,369,453 42,447 1,092   可決（99.44％）

幸田 真音 12,362,152 49,745 1,092   可決（99.38％）

第４号議案       （注）３  

白地 浩三 12,105,010 308,096 1,092   可決（97.32％）

永易 克典 10,174,492 2,238,605 1,092   可決（81.80％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成であります。 

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。 

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により

各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び

棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上
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